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  １０月に入り、急に涼しくなりました。季節は秋、旅行をしたり 

運動したりにはよい季節になってきましたね。 

 内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

所在等不明共有者の持分取得等 
 共有状態の不動産を売却等処分するには、共有者全員で手続きを 

行う必要がありますが、一部の共有者の所在が不明で、処分できな

い状態の不動産が多数存在します。 

 このような状況から、民法が改正され、所在等が不明な者の共有持分を取得する裁判や

共有持分を譲渡する権限を付与する裁判ができるようになりました。 

この所在等不明共有者の持分取得の裁判は、不動産が数人の共有の共有となっている場

合において、所在等が不明な共有者がいるときは、裁判所が、共有者に持分を取得させる

ことができる制度です。 

要件である「不動産が数人の共有に属する場合」には、通常の共有だけでなく遺産共有

の場合も含まれます。ただ、遺産共有の場合、相続開始の時から 10年を経過しなければ、

所在等が不明な共有者の持分取得の裁判はできません。 

 次に「他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」には、

共有者のひとりが死亡し、相続人が明らかでない場合も含まれると考えられます。 

また、裁判所が所在等不明共有者の持分取得の裁判を行うには、供託金の供託が必要と

なります。この裁判によって、申立てをした共有者が所在等不明共有者の持分を取得しま

す。手続としましては、次のようになります。 

① 裁判所に対し、所在等不明共有者の持分を取得する裁判の申立て 

② 手続裁判所は、所在等不明共有者に異議の機会を与えるための公告を実施 

② 供託命令 

③ 異議期間が経過し、供託がないなどの却下事由が認められない場合、持分取得決定 

また、これに似た制度で所在等不明共有者の持分譲渡権限を付与する裁判も創設されま

した。これは、不動産が数人の共有となっている場合において、所在等が不明な共有者が

いるときは、裁判所が、共有者に持分を譲渡する権限を付与できる制度です。 
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